
 

 

平成 28 年 1 月 26 日 
運輸安全委員会 

 
米国連邦航空局に対する安全勧告に関するフォローアップについて 

 
 

運輸安全委員会は、平成 21 年 3 月 23 日に成田国際空港滑走路で発生したフェデラル エ

クスプレス コーポレーション所属 MD‐11F 型機航空事故の調査において、平成 25 年 4 月

26 日に航空事故調査報告書の公表とともに米国連邦航空局（FAA）に対して安全勧告を行っ

たところですが、今般、安全勧告に対する措置状況について通知がありました。概要は以下

のとおりです。 

 

１．安全勧告 

同機の設計・製造者であるボーイング社に対して指導すべき措置 

過大なバウンドへの対応及び操縦者のゴーアラウンドの判断に資するため、継続的に主脚 

が滑走路上にあること、あるいはバウンドしていることを視覚表示装置及び音声警報装置 

により運航乗務員が容易に知ることができるように、MD-11 系列型機を改善すること。 

 

２．米国連邦航空局（FAA）からの通知（要約） 

同機の設計・製造者であるボーイング社に対して指導すべき措置 

FAA は、ボーイング社の Strut Extended Annunciation System（SEAS : 脚柱緩衝装置伸

長表示システム）を 2014 年 12 月 17 日に承認した。 

 

※ SEAS 機体接地後に両方の主脚緩衝装置が伸びきった状態から 0.5 インチ以内にあ

ることをセンサーが検知した時（機体が地面から離れていることを示す）、コックピット内

で青灯表示のみにより、運航乗務員に知らせるシステム 

 






